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令和５年４月 河北町農業委員会総会（第４回） 

 

 令和５年４月２５日（火曜日）午後２時、河北町農業委員会総会を役場３階３０１会議室に招

集した。 

 

 ◎ 出席委員氏名（１２名） 

１番 岡﨑 学   委員  ２番 布川 峯夫  委員  ３番 押野 利浩 委員 

   ４番 関 紀子   委員  ５番 奥山 ちか子 委員  ６番 木嶋 啓治 委員 

   ７番 堀 和彦   委員  ８番 安部 敏明  委員  ９番 高橋 清  委員 

１０番 逸見 三和子 委員 １１番 奥山 喜幸  委員 １２番 後藤 慶治 委員 

 

 ◎ 欠席委員氏名（０名） 

   

 ◎ 出席農地利用最適化推進委員氏名（０名） 

 

 ◎ 欠席農地利用最適化推進委員氏名（０名） 

 

 ◎ 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名 

   宇野 勝  農業委員会事務局長兼農林振興課長 

   奥山 明子 農業委員会事務局局長補佐兼農地係長 

 

 ◎ 説明のため総会に出席した者の職氏名 

 

◎ 議事日程 

   令和５年４月２５日（火曜日）午後１時５７分開会、開議 

   日程第１ 議事録署名委員の指名 

   日程第２ 議案の審議 

報第７号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第８号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議第１３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議第１４号 農用地利用集積計画（案）の決定について 

 

以上の議案を一括上程、開会、開議 

 

○ 宇野事務局長 

    それでは只今から農業委員会総会を開会いたします。はじめに、後藤会長よりご挨拶お

願いします。 
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 ○ 議長（会長） 

 はい皆様、本格的に春作業忙しくなってきました。 

ただ、さくらんぼの方、どうなるか、まだまだ未知数な点があります。まだまだ管理気を

つけなければならないかと思います。 

田んぼの方も、本格的に田植えに向けて準備が始まると思います。 

事故など起こさないように、とにかく気をつけて、皆さん方も忙しい中ですので、事故な

ど起こさないで、とにかく安全な作業に心がけていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○ 宇野事務局長 

それでは、その前に大変申し訳ございません。私２時半から別途会議が入っておりまし

て中座させていただくこと、ご了承願います。 

次第含めまして、日程第１より、会長の方に進めていただきたいと思います。 

 

 ○ 議長（会長） 

    それでは、議事に入る前に議事録署名委員の指名を行います。９番 高橋委員、１０番 

逸見委員、お願いします。 

    それでは日程第２議案の審議に入ります。報第７号 農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出について、ということで事務局説明お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    それでは、私のほうから説明させていただきます。座って失礼します。 

    お手元の資料の１ページをお開きください。報第７号 農地法第３条の３第１項の規定

による届出について、になります。ここで資料の訂正をお願いします。届出人の欄に住所

しか記載がありませんが、「●●●●」と氏名を記入お願いします。 

はじめに、申請番号１３番 所在地 大字岩木字原ノ内（ハラノウチ）●●●●、畑、

ほか１０筆で計１７，２７５㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に

亡くなり、子の●●●●さんが相続されたものです。取得後も自作するほか、●●●●さ

んに耕作してもらうとのことです。 

 

次に、資料２ページ、申請番号１４番 所在地 谷地字置上（オキアゲ）●●●●、田、

ほか７筆で計７，４８４㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡く

なり、子の●●●●さんが相続されたものです。取得後も●●●●さんに耕作してもらう

とのことです。 

 

次に、申請番号１５番 所在地 大字溝延字西浦（ニシウラ）●●●●、田、ほか７筆

で計５，３１５㎡です。所有者の ●●●●さんが、●●●●年●●月●●日に亡くなり、
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子の●●●●さんが相続したものです。取得後も自作するとのことです。 

 

次に、資料３ページ、申請番号１６番 所在地 大字溝延字サビ●●●●、畑、ほか５

筆で計４，７９０㎡です。所有者の●●●●さんが、●●●●年●●月●●日に亡くなり、

その後、子の●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くなり、兄の●●●●さんが相

続したものです。取得後も田は●●●●さんに耕作してもらうとのことですが、畑につい

て荒れているようなので管理が必要なことを説明しております。 

 

次に、申請番号１７番 所在地 大字溝延字柏川尻（カシワカワジリ）●●●●、畑、

ほか２筆で計６３５㎡です。所有者の ●●●●さんが、●●●●年●●月●●日に亡く

なり、子の●●●●さんが相続したものです。現在は耕作されておらず、管理するよう伝

えましたが、足が悪くて出来ないとのことでした。 

 

    以上５件よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい。ありがとうございました。皆さんの方から何か疑問点ありましたらお願いいたし

ます。なければこのまま進めさせていただきたいと思います。 

それでは次、進めさせていただきます。報第８号 農地法第１８条第６項の規定による

通知について、説明よろしくお願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

はい、資料の４ページになります。報第８号 農地法第１８条第６項の規定による通知

についてです。 

    

申請番号６７番、所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほか１筆で計１，９０６

㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの農地法を通した賃貸借契

約の合意解約になります。理由につきましては、この後、議第１２号 農地法第３条の規

定による許可申請についてでご協議いただきますが、他の方に貸すためとのことです。 

 

申請番号６８番、所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、３，０３６㎡１筆です。

渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの農地法を通した賃貸借契約の合意

解約になります。理由につきましては、他の方に貸すためとのことです。 

 

次に、申請番号６９番及び７０番、所在地 大字吉田字吉田（ヨシダ）●●●●、畑、

ほか２筆で計１，５７８㎡です。渡し人の、●●●●法定相続人●●●●さんと、受け人

の●●●●さんとの農地中間管理事業を通した賃貸借契約の合意解約になります。理由に

つきましては、自作するためです。 
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次に、申請番号７１番及び７２番、所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほか２

筆で計５，７６４㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの基盤強

化促進法を通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、この後、議第

１４号 農用地利用集積計画（案）の決定についてでご協議いただきますが、売買のため

とのことです。 

 

次に、資料６ページ、申請番号７３番及び７４番、所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）

●●●●、田、２，０８３㎡１筆です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さ

んとの基盤強化促進法を通した賃貸借契約の合意解約です。理由につきましては、この後、

議第１４号 農用地利用集積計画（案）の決定についてでご協議いただきますが、売買の

ためです。 

 

 次に、申請番号７５番、所在地 谷地字荒町東（アラマチヒガシ）●●●●、畑、ほ

か１筆で計１，０５３㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの農

地法を通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、この後、議第１３

号 農地法第５条の規定による許可申請についてでご協議いただきますが、売買のためと

のことです。 

 

   以上９件になります。よろしくお願いします。  

 

 ○ 議長（会長） 

ありがとうございます。皆さんからご質問なりご意見なりございませんでしょうか。無

ければこのまま進めたいと思います。次に進めさせていただきます。 

議第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について、お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    はい、それでは資料の７ページをご覧ください。議第１２号 農地法第３条の規定によ

る許可申請です。 

 

申請番号３７番、賃借権の設定です。所在地 西里字両所（リョウショ）●●●●、樹

園地、２，９００㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理

由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号３８番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字不動木（フドウギ）●●

●●、畑、８１４㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理

由につきましては、労力不足のためです。 
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次に申請番号３９番、所有権の移転です。所在地 谷地字沢畑（サワバタ）●●●●、

田、３，８９６㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理由

につきましては、高齢化による経営縮小のためということです。 

 

次に申請番号４０番、賃借権の設定です。所在地 谷地字山王（サンノウ）●●●●、

畑、１，６５８㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理由

につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に資料８ページ、申請番号４１番、賃借権の設定です。所在地 谷地字東（ヒガシ）

●●●●、田、ほか１筆計１，９０６㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●

●さんです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号４２番ですが、資料の訂正をお願いします。申請事由の欄の期間が、令和

５年から令和１５年となっておりますが、令和５年から令和１０年の５年間に訂正をお願

いします。 

所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほか２筆で計７，５５９㎡です。渡し人は、

●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理由につきましては、労力不足のためです。 

 

    以上６件よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい、ありがとうございます。現地調査、報告お願いします。 

 

○ 岡崎委員 

   申請番号３７番ですけれども。●●●●さんは、先月の西里の担い手として期待されま

した●●●●さんの奥さんに当たる方で、畑を借りるのに奥さんの名前も必要だったって

いうことでした。さくらんぼの木１本だけ残して後は伐採されてるんですけど、すもも植

えて、すもも部会に入ってやっていきたいということでした。 

 

○ 議長（会長） 

   はいありがとうございます。それでは、３８番。 

 

○ 押野委員 

   はい。溝延字不動木の農地について確認したところ、さくらんぼの雨避けハウスで、●

●●●さんて方は、就農３年目で意欲的な若い方ですので、問題ないかなと思いますけど

も。ちょっと賃借料がちょっと高いかなと思ったんだけど、雨避けハウス整備なってます

んで問題ないかと思います。 
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○ 議長（会長） 

   はい、ご苦労様です。３９番。 

 

○ 木嶋委員 

   谷地字沢畑なんですけども。受け人の●●●●さんが自分ちの方ですももとさくらんぼ

頑張ってやってるということでした。現地確認したところ、草刈りなって、何か植える準

備はなってたと思いますので問題ございません。 

   ４０番もよろしいでしょうか。 

 

○ 議長（会長） 

   はい。あれでしたら、お願いします。 

 

○ 木嶋委員 

   はい、４０番も行きますけど山王です。受け人の●●●●さん、新規就農みたいで、と

いうことで頑張ってやるそうなんですけども、賃借料３，０００円なんですけども。２、

３年前まで果樹だかあったのを倒して、荒れ地みたいになってたのを去年あたりから草刈

りとか手入れしているようです。大丈夫だと思います。 

続きまして、４１番４２番なんですけども。現地は、ほぼ綺麗になってます。受け人の

●●●●さんと●●●●さん頑張ってやってますので問題ございません。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、ご苦労様でした。何か皆さんの方からご質問ご意見ありましたら。はい、高橋委

員。 

 

○ 高橋委員    

   賃借料の件なんですけども。その場その場その状況によっていろいろありますけども。

多分４１番４２番１０アール１０，０００円とありますけども。これ今までの単価での設

定だと思うんですけども。今年また標準小作料が見直されて下がるという話を聞いてます

けど。これから許可なった場合、今年の年貢で記載なるんですよね。 

○ 事務局（奥山）  

   はい、これについてはですね、相対での契約になるのでこのままです。 

 

○ 議長（会長） 

   多分これ一般の人に紙として配布なるのが多分早くて５月、遅ければさくらんぼ終わっ

たあたり、だと思います。それに予定では田んぼの場合Ａ地区が８，５００円の予定なの

かな。契約書の時点で、前の金額っていうものが。だから３年毎の見直しで、３年間、と

りあえずこのままでいくのが普通なのかな。まあお互い相対ですので今年の秋から 

８，５００円にしますって納得すれば、それはそれで大丈夫かと思いますけども。一応皆
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さんに借り手貸し手の方に周知なるのが早くて、５月。遅ければ６月。 

 

○ 高橋委員   

   まああの、この際。年貢が見直しなった場合に自動的に訂正されるという、条件が入っ

てるんですよね。入ってないか。その辺確認してないと。 

 

○ 事務局（奥山）  

   中間管理とかなら別なんですけど。これはもう相対で話し合って決めた額なので、変え

るにはやっぱお互いの合意が必要になると思います。ま、わかってないのかもしれません

けどね。話し合いした時には。 

  

○ 宇野事務局長 

   話し合いした時も、賃借料の調整した時も、それは目安です。それの上がったも下がっ

たもそれはお互いの話し合いということで、目安ということでの通知はさせていただいて

るところでございます。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、ほかにございませんか。堀委員。 

 

○ 堀委員 

   ３９番の高齢化による経営縮小ということですので、これからまた誰かに貸すとか売る

とかって可能性が大きいということなのでしょうか。高齢で、９０歳にもなるので。 

 

○ 議長（会長） 

   どうでしょう。 

 

○ 事務局（奥山）  

   今のところ、他の所もっていう話は、出ないかとは思いますが。理由を聞いたらそうな

ので、だんだん出てくるのかな、とは思います。 

 

○ 議長（会長） 

 はい、他に。無ければ次に進めさせてください。議第１３号 農地法第５条の規定によ

る許可申請について、事務局より、お願いします。 

 

○ 事務局（奥山）  

それでは、資料の９ページをご覧ください。議第１３号 農地法第５条の規定による許

可申請についてです。 

申請番号４番、使用貸借権の設定です。所在地 谷地字所岡（トコロオカ）●●●●、
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田、２８７㎡１筆で、渡し人が●●●●さん、受け人が、●●●●さんになります。 

申請事由につきましては、子どもが大きくなり現在住んでいるアパートが手狭になった

ため、実家に近い母所有の申請地を使用貸借して、住宅の新築を計画するものです。 

資料の２４ページに案内図があります。スーパーベルの南東になります。次のページに

字切図があります。斜線部分で●●●●の田を分筆したものです。次の２６ページが土地

利用の計画図となっております。２７ページ２８ページが建物の計画図です。 

 

申請地は都市計画区域内の用途地域にあり、許可基準を満たしていると思われます。 

 

次に資料の９ページに戻っていただきまして、申請番号５番、所有権の移転です。所在

地 谷地荒町東（アラマチヒガシ）●●●●、畑、ほか１筆で計１，０５３㎡です。渡し

人が●●●●さん、受け人が、●●●●さんになります。 

申請事由につきましては、町の中心地に近く、住環境の良い申請地に賃貸アパートを建

設する計画です。 

資料の２９ページに案内図があります。谷地南部小学校の南側道路に面しております。

３０ページに字切図があります。南側の●●●●が畑で、後は宅地に囲まれています。 

３１ページが土地利用の計画図で、３２ページ、３３ページが建物計画図です。 

 

こちらも申請地は都市計画区域内の用途地域にあり、許可基準を満たしていると思われ

ます。 

 

以上２件よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、ありがとうございます。これも現地調査報告をお願いします。 

 

○ 奥山（ち）委員 

   はい。両方とも４番も、５番も都市計画終わった所で、何ら問題ないかと思います。そ

れで、４番の方は、農地の一部を宅地にして、それでそこに、おうちを建てるということ

で、残りのものは農地のままになるそうです。 

それから５番はちょうど南部小学校の、南側の大きい道路に面している住宅地の中で、

問題はないかと思います。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、ご苦労様でした。何か皆さんからご意見ございませんか。無ければ、このように

許可したいと思います。それでは次に進めさせてください。議第１４号 農用地利用集積

計画（案）の決定について 
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○ 事務局（奥山） 

はい、資料の１０ページをお開きください。議第１４号 農用地利用集積計画（案）の

決定について、河北町長から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条

第１項の規定に基づき、農用地利用集積計画の決定を求める依頼があり、審議をお願いす

るものになります。 

資料１１ページが総括表ですが、数値に誤りがありましたので、すみませんが本日お配

りしたものに差替をお願いしたいと思います。 

所有権移転が２件と、貸借権設定が５５件、使用貸借権設定が４件になります。 

 

    では、資料の１２ページをお開きください。所有権移転です。 

申請番号２１９番、所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほか３筆で計 

７，７３８㎡です。渡し人が、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。 

売買価格は１０ａ当３００，０００円と２００，０００円で、総額１，７５０，４００ 

円です。 

 

次に、申請番号２２０番、所在地 所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●●、田、

２，０８３㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価格

は１０ａ当４００，０００円で、総額８３３，２００円です。 

 

次に、資料１３ページ、貸借権の設定です。 

申請番号２２１番及び２２３番につきましては、一覧のとおりの契約内容となっており

ますが、地区の農用地利用改善組合長より利用集積計画を作成するよう申し出があったも

のです。 

申請番号２２２番は畑ですが、渡し人の●●●●さんが耕作出来なくなったため、●●

●●さんにお願いしたものだそうです。 

 

次に、資料の１４ページから２３ページにつきましては、中間管理事業による賃借権の

設定です。いずれも地区の調整会議で協議されたものになります。 

それから、１点資料の訂正をお願いしたい所がございまして。資料の１５ページ、一番

下の２４９・２６３番西里字天満●●●●現況地目が樹園地となっておりますが、樹は切

り倒して畑状態になっている所で、田と直していただきたいと思います。合計して田 

２，２５８㎡ということになります。 

    以上６１件になります。よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、ありがとうございます。これは地域の調整会議等で皆さんの中で協議した案件に

なりますので、このまま進めさせていただきたいと思います。 

これで議案の方を終了します。 
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午後２時２４分 閉会 

 

 

  会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

  令和５年４月２５日 

 

 

    河北町農業委員会総会議長                          
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